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中国やまなみ街道 
片側交互通行規制のお知らせ 

お 知  ら せ 
三 次 河 川 国 道 事 務 所  
M i y o s h i  o f f i c e  o f  R i v e r  a n d  N a t i o n a l  H i g h w a y

問 合 わせ先  

 中 国 横 断 自 動 車 道 尾 道 松 江 線  尾 道 自 動 車 道 の世 羅
せ ら

郡 世 羅
せ ら

町 川 尻
か わ し り

地 内 にお

いて、付 加 車 線 工 事 に伴 う仮 設 防 護 柵 設 置 のため、尾 道 自 動 車 道 本 線 の片 側 交

互 通 行 規 制 を行 いますのでお知 らせします。 

  

規制内容 ：片 側 交 互 通 行  

規制箇所 ：中 国 横 断 自 動 車 道 尾 道 松 江 線  尾 道 自 動 車 道  

            （世 羅 郡 世 羅 町 川 尻 地 内 ） 

 

規制期間 ：平成 27 年 11 月 4 日 (水 )～11 月 11 日 (水 ) 

規制期間 ： 日曜日を除く 8：00～17：00 

 

工事内容 ： 付加車線工事に伴う仮設防護柵の設置  

※通 行 の際 は現 地 の交 通 誘 導 員 の指 示 に従 ってください。 

※工 事 の進 捗 状 況 により、規 制 期 間 が変 更 になる場 合 があります。 

※規 制 期 間 中 は、道 路 情 報 板 及 び三 次 河 川 国 道 事 務 所 の 

ホームページ（http ://www.cgr .ml i t .go . jp/miyosh i/）にて情 報 提 供 しています。 

国 土 を整 え、全 力 で備 える 

中 国 地 方 整 備 局  

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 

■■■■■■副所長（道路担当）■貞任 俊典（ さ だ と う  と し ふ み ） 

【担■■当】工務課長■     山田 晋吾（ や ま だ  し ん ご ）  

【広報担当】建設専門官■    溝川 克巳（ み ぞ か わ  か つ み ）  

■獅■■ＨＰアドレス：http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/ 

電話：0824-63-4121（代表） 



⽚側交互通⾏規制
のお知らせ

尾道⾃動⾞道の世羅郡世羅町川尻地内において、付加⾞線
⼯事に伴う仮設防護柵の設置のため、尾道⾃動⾞道本線の⽚
側交互通⾏規制を⾏いますのでお知らせします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協⼒をお願いします。

お問い合せ 国⼟交通省中国地⽅整備局
三次河川国道事務所 ⼯務課

TEL:0824-63-4121 FAX:0824-63-4200
HPｱﾄﾞﾚｽ:http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/

中国やまなみ街道

11／4(⽔)〜11／11(⽔)

http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/

※通⾏にあたっては現地案内看板や交通誘導員の指
⽰に従ってください。

※規制期間は道路情報板 及び ホームページにて情報
提供しています。

《⽇時》

《場所》尾道⾃動⾞道 本線

⽇曜⽇を除く８：００〜１７：００

（世羅
せ ら

郡世羅
せ ら

町川尻
かわしり

地内） 



中国やまなみ街道
尾道⾃動⾞道本線 ⽚側交互通⾏規制

11/4(⽔)〜11/11(⽔)

国土地理院標準地図(25000) http://portal.cyberjapan.jp/site/mapuse4/index.html#zoom=15&lat=34.91185&lon=132.88335&layers=BTTT
を基に中国地方整備局三次河川国道事務所が作成

⾄ 尾道北IC

⽚側交互通⾏
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⾄ 甲奴IC
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☆⽚側交互通⾏

⽇時：１１／４（⽔）〜１１／１１（⽔）
８：００〜１７：００

＊⽇曜⽇を除く

拡 ⼤ 図


